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◇対象者
　　　　平成27年10月1日時点で生後6か月～中学3年生（平成12年4月2日～平成27年4月1日生まれ）

の方で、いの町に住民票がある方。
◇自己負担額（助成額）
　　　　1回500円で接種できます（500円を超える額を助成します。）
　　　　※小学生以下は2回、中学生は1回の助成が利用できます。
◇助成期間
　　　　10月1日（木） ～ 12月31日（木）
　　　　※この助成事業は平成27年度のみ実施します。来年度以降の実施予定はありません。
◇接種できる医療機関
　　　　町内の契約医療機関
○詳細はお問い合わせください。

◇接種期間
　　　　10月1日（木）～ 12月31日（木）

インフルエンザ予防接種についてのお知らせ

【子育て世帯対象】インフルエンザ予防接種費用の助成について

【高齢者対象】インフルエンザワクチンの定期予防接種が始まります

■免除申請・問い合わせ　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）  893－3811
吾北総合支所住民福祉課 　867－2300　本川総合支所住民福祉課 　869－2114

　経済や社会のグローバル化が急速に進む中で、論理的思考力や判断力、コミュニケーション能力を身に付け
たグローバル人材の育成が求められています。こうした人材育成に向けて、新しく平成30年度に現在の高知西
高等学校の敷地に開校する新中高一貫教育校でも国際バカロレア認定を視野に入れたグローバル教育に取り組
みます。
　今後、社会から求められる「グローバル人材とは何か」、本県のグローバル人材の育成に向けた取組として
導入を進めている「国際バカロレアとはどのような教育なのか」をご紹介します。

　　日時：11月29日（日）13:00～16:45
　　会場：高新ＲＫＣホール（高知新聞放送会館 西館６F）
　　入場：無料（対象：一般の方、教育関係者など）
　　主催：高知県教育委員会
　　　※　事前の申し込みは不要ですのでお誘い合わせの上、お越しください。
　　　　　会場に駐車場はありませんので、公共交通機関又は会場近くの駐車場をご利用ください。
　　日程

高知県グローバル教育シンポジウムの開催
■問い合わせ　高知県教育委員会事務局高等学校課　 821－4542

　ほのほの王国もみじまつりは、子どもからお年寄りまで楽しめる催しで、吾北地区最大のイベントとなって
います。　
　美しい花が咲く中、町内の味自慢の店も多く出店します。また、伝統芸能など多くの方が出演されますので、
是非お越しください。

▶日時　11月８日（日）10：00～15：30
　　　　＊荒天の場合は、吾北中央公民館でイベン

トを行います。
▶場所　グリーン・パークほどの
　　　　　お祭り広場（清水程野）

▶内容　しばてん踊り・吾北清流太鼓・
　　　　Cold Retriever（高知出身バンド）・
　　　　ものまね歌謡ショー・もち投げなど
▶その他　ほのほの市・わんぱく広場
＊ご注意：ペットの持ち込みはご遠慮ください。

第26回ほのほの王国もみじまつり開催
■問い合わせ　ほのほの王国もみじまつり実行委員会事務局（吾北総合支所産業課内）  867－2313

マイナンバーコールセンターについて
マイナンバー制度についてのご質問は、国のマイナンバーコールセンターまで
お電話ください。

　　　　0570－20－0178
　　　平日 9：30～17：30（土、日、祝日、年末年始を除く。）
全国共通ナビダイヤルです。通話料がかかります。
一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合は、　050－3816－9405　におかけください。
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は、　0570－20－0291　におかけくだ
さい。

『住民基本台帳カード』をお持ちの方は

問い合わせ 町民課 　893－1117 吾北総合支所住民福祉課 　867－2300
本川総合支所住民福祉課 　869－2112

マイナちゃん

「グローバル社会で活躍す
るために必要な学びとは」
　講師　長谷川寿一 氏

「グローバル人材の育成に
向けた国の取組について」
　講師　松木 秀彰 氏

「グローバル社会で活躍する
ために必要なこと～国際バ
カロレアと地域の発展～」

開会式

13:00 13:10 13:50 14:10 14:20 16:20 16:45

基調講演 講演 休憩 パネルディスカッション 閉会式

対象者（接種日時点） 自己負担額
65歳以上の方
60歳から64歳までで、次の要件に当てはまる方

65歳以上の生活保護受給者

1,000円
1,000円

無料
接種前に上記の免除申請場所で

自己負担金免除証明書の申請が必要です。

心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、
又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

※対象の方には10月上旬に個別通知をします。同封している説明文書をご確認ください。

（　　　　　　　　　　　　　　　）

Q. 住民基本台帳カードはどうなるの？
A.『住民基本台帳カード』の新規発行は、12月
28日で終了します。ただし、有効期間内は使用
できます。
　また、住民基本台帳カードで電子証明書
（e-Taxなどで利用）を発行されている方も有
効期限まで使用できます。

Q. 個人番号カードを取得した場合はどうなるの？
A.『個人番号カード』と『住民基本台帳カード』
の両方を所持することはできません。
　『住民基本台帳カード』は、個人番号カード交
付時に回収となります。
　電子証明書の機能も新たに個人番号カードに
搭載できます。


